様式第11号

請　　　　　　　　　　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

岩手県知事　　　　　　様

受注者　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　号

氏　名　　　　　　　　　　　印

　次の物品の納入について、その代価及び受注条件を後記のとおりとして誠実に履行することをお請けいたします。

１　納入する物品の内訳

	品　　　　　　　　　名
	規　格　・　品　質
	数　　　　　　量

	
	
	


２　代価　　金　　　　　　円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　円）

３　受注条件

(１)　納入期限　　　　年　　月　　日

(２)　納入場所
(３)　契約保証金　免除

(４)　履行遅滞の違約金　遅延に係る物品の売買代金につき納入期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ年3.0パーセントの割合で計算して得た額とする。

(５)　支払条件　納入後、適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内とする。

(６)　遅延利息　支払期限の翌日から支払までの期間の日数に応じ、未払額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た額とする。

(７)　契約の解除　受注者又はその代理人がこの契約に関して次のいずれかに該当する場合は、契約を解除されても異議ありません。また、契約を解除されたときは、損害賠償として契約金額の100分の５に相当する額を岩手県に支払います。

ア　受注者が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

イ　受注者が、納品した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの

があるときに、岩手県から履行の追完請求を受けた後、正当な理由なく行わないとき。

ウ　受注者が、契約の履行について不正の行為をしたとき。　

エ　受注者が、契約解除の申出を行ったとき。

オ　受注者が、次のいずれかに該当するとき｡
(ｱ) 役員等（乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。
(ｲ)　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
(ｳ)　役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(ｴ)　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(ｵ)　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ　その他受注者又はその代理人が、この契約に違反したとき。

（８）　受注者は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
　注　個人情報を扱わない場合は、第３（８）の記載を要しないこと。

　　　　　
　　　　 （Ａ４）
別記
個人情報取扱特記事項
（基本的事項）

第１　乙（受注者）は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行（以下単に「業務」という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。

（秘密の保持）

第２　乙（受注者）は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。

（個人情報管理責任者等）

第３　乙（受注者）は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責任者」という。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定めなければならない。
２　個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
３　業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
（作業場所の特定）

第４　乙（受注者）は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定めなければならない。

（個人情報の持出しの禁止）

第５　乙（受注者）は、甲（発注者）の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
（保有の制限）

第６　乙（受注者）は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、法令（条例を含む。）の定める所掌業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。
（個人情報の目的外利用及び提供の禁止）

第７　乙（受注者）は、甲（発注者）の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外のために利用し、又は甲（発注者）の承諾なしに第三者に提供してはならない。

（漏えい、毀損及び滅失の防止等）

第８　乙（受注者）は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
（教育の実施）

第９　乙（受注者）は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

　(１)　在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。

　(２)　特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項
（資料の返還等）

第10　乙（受注者）は、業務を処理するために、（※①甲（発注者）から引き渡された、又は乙（受注者）自らが取得し、若しくは作成した②甲（発注者）から引き渡された③乙（受注者）自ら取得し、又は作成した）個人情報が記録された資料は、業務完了後（※使用する必要がなくなった場合は、）直ちに（※①甲（発注者）に返還し、又は引き渡す②甲（発注者）に返還する③速やかに、かつ、確実に廃棄する）ものとする。ただし、甲（発注者）が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
（複写又は複製の禁止）

第11　乙（受注者）は、業務を処理するために甲（発注者）から引き渡された個人情報が記録された資料等について、甲（発注者）承諾なしに複写又は複製をしてはならない。
（個人情報の運搬）

第12　乙（受注者）は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬する（※必要がある）ときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙（受注者）の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
（実地調査）

第13　甲（発注者）は、乙（受注者）が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査することができる。
（指示、報告等）

第14　甲（発注者）は、乙（受注者）が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙（受注者）に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
（事故発生時の対応）

第15　乙（受注者）は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲（発注者）に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲（発注者）の指示に従わなければならない。

２　甲（発注者）は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
注１　特記事項中の（※）の箇所については、業務の実態に則して、適切な事項を選択するものとする。

　２　特記事項に違反した場合における契約解除、それに伴う損害賠償については、通常本契約で盛り込まれるものであるため、特記事項中に掲げていないが、本契約において契約事項として措置されてない場合には、特記事項を契約解除の要件、損害賠償の対象に加える等の措置をする必要がある。
